
令和７年分
同封書類一式

A.集計表  (一般用･不動産所得用) 『A3』

B.青色申告決算書  控
(一般用･不動産所得用)  『A3 両面』

C.確定申告書  (下書き用)　 『A4 両面』

D.消費税集計表
本則課税  (一般用･不動産所得用) 『A3』
簡易課税 『A3』

E.医療費控除の明細書 　『A4両面』

F.寄付金の受領証等 (一覧表)『A4両面』

G.所得の内訳書　『A4』

H.事前確認資料　『A4』

I.令和７年分の消費税の確定申告を
　行うかたへ　　『A3 両面』



地代支払先住所､氏名

合計は必ず記入をお願いいたします。（一般用) 令和  　年分 月 別 集 計 表
内 　 　 　 容
現 金 売 上
掛 売 上

小 計
現金売上 (軽減税率)

掛 売 上 (軽減税率)
小 計

収 入 計

家    事　 消　 費
雑　　収　　入
(持続化給付金等の給付金)

現　金　仕　入
　掛　仕　入

小 計

小 計

現金仕入  (軽減税率)
　掛 仕 入  (軽減税率)

仕 入 計
租　税　公　課
荷　造　運　賃

水　道　光　熱　費
旅　費　交　通　費
通　　　信　　　費
広　告　宣　伝　費
接　待　交　際　費

損　害　保　険　料
うち税率８％

修　　　繕　　　費

消　   耗　   品   　 費
福　利　厚　生　費

うち税率８％

給　   料　   賃   　 金
外　   注　   工   　 賃

利　子　割　引　料
地　   代　   家   　 賃
諸　　　会　　　費

車　両　関　係　費

うち税率８％

うち税率８％

雑　　　　　　　費
経　　　費　　　計
専　従　者　給　与

期末棚卸額 資産購入 購入日 金額

　
軽
減
税
率
８
％
の
欄
で
集
計
し
て
く
だ
さ
い｡

１ 　 月 ２ 　 月 ３ 　 月 ４ 　 月 ５ 　 月 ６ 　 月 ７ 　 月 ８ 　 月 ９ 　 月 1 0  月 1 1  月 1 2  月 合 　 計 事業割合(％) 決 算 修 正 決 算 額



収

入

金

額

賃借人名

勘定科目

(不動産所得用)
敷金 備考

合 計

1月

1月

2月

2月

3月

3月

4月

4月

5月

5月

6月

6月

7月

7月

8月

8月

9月

9月

10月

10月

11月

11月

12月

12月

合計

合計

更　新　料
礼　　　金

その他の収入

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

礼

更

合計は必ず記入をお願いいたします。

租 税 公 課

損 害 保 険 料

修 繕 費

減 価 償 却 費

借 入 金 利 子

地 代 家 賃

給 料 賃 金

その他の経費

合 計

専 従 者 給 与

事 業 主 貸

賃貸割合 決算修正 決 算 額 備 考

月 別 集 計 表令和  　年分

地代支払先住所､氏名
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B
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控
B
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C.





令和７年分　寄付金の受領証等 所得の内訳書

(令和７年分)





令和７年12月31日現在

※記入がない場合､控除等の対象外となりますので必ずご記入ください｡

※家族が給与や年金を受給している場合は､その方の源泉徴収票をご持参ください｡



令和７年分の消費税の確定申告を行う方へ

消費税の確定申告を行う方は､下記以降の【納税(申告)義務の判定】【持ち物チェックリスト】

【D.消費税集計表の書き方等について】【仕入税額控除の計算方式の判定フローチャート】を

必ずお読みいただき､来所される日までにご準備ください｡

【納税(申告)義務の判定】
　令和７年中の消費税の確定申告を行う必要のある方は､下記のいずれか又は複数に該当する方です｡

･基準期間(令和５年)の課税売上高※が､1,000万円を超える  (注)

･特定期間(令和６年1月1日～令和６年６月30日)の課税売上高※が､1,000万円を超えており(注)
　かつ､給与等支払額も1,000万円を超えている

･『課税事業者選択届出書』を提出している

･『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出済みの方で令和７年以前に登録を受けている

令和７年分の所得税の

申告書･決算書の控え

令和６年､令和５年､令和４

年､令和３年の所得税の

申告書･決算書の控え

令和６年､令和５年の

消費税の確定申告書の控え

令和７年分の中間納付

税額が分かるもの

会計帳簿

『同封書類一式』内の

『D.消費税集計表』

消費税の納付書

マイナンバーカード

金融機関の届出印と口座

番号等が分かるもの

『適格請求書発行事業者の

　登録申請書』の控え

『適格請求書発行事業者の

　登録通知書』の原本

『消費税簡易課税制度

　選択届出書』の控え

※裏面へ続く



※１・・・２割特例を適用できる方は､基準期間(令和５年)における課税売上高が1,000万円以下のインボイス発行事業者のみです。

【D.消費税集計表の書き方等について】
　『適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録申請書)』を提出したこと

により､令和７年から初めて課税事業者へなった方は､その登録を受けた日以降に

課税事業者になります｡したがって､課税取引金額の欄にはその登録を受けた日か

ら令和７年１２月３１日までの金額を記入して下さい｡また､令和５年の課税売上

高が1,000万円を超えている方や例年消費税の申告をされている方､令和５年中及

び令和６年中に適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)を受けた方等はこ

の限りではありませんので､令和７年１月１日から１２月３１日までの金額を記入

してください｡

 なお､会計ソフトをご利用の方であり､正確に消費税の記帳を行っている方で､か
つ､当会職員等の求めに応じて各種消費税額の計算上必要となる金額を集計できる
方については『D.消費税の集計表』をご記入いただかなくても構いません｡

簡易課税制度を適用する方へ
・事業区分毎に第１種事業から第６種事業の金額をご記入下さい｡

・軽減税率の対象となる課税売上高がある場合は､必ず該当箇所への記入を

　お願いします｡

・旧税率の適用対象取引がある場合は､必ずその旨及び金額をご相談時に

　当会職員等へお伝えください｡

２割特例を適用する方へ (2割特例を適用させていただく場合を含む)
・２割特例を適用される場合は､その旨をご相談時に当会職員等へお伝えください｡

・原則として､２割特例を適用できる方(令和５年における課税売上高が1,000万円以下の

　インボイス発行事業者)で､上記の『D.消費税の集計表』が無記入の場合や､会計ソフトへ

　正確に記帳されていない場合は､２割特例を適用しますのでご理解くださいますようお願い

　致します｡

本則課税制度を適用する方へ
・『D.消費税集計表 本則課税(一般用及び不動産所得用)』

　　D列の6.24%適用分とは､軽減税率８％のうち国税分の6.24%のことです｡

・『D.消費税集計表 本則課税(一般用及び不動産所得用)』

　　F列の7.8%適用分とは､標準税率10%のうち国税分7.8%のことです。

・『適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録申請書)』を提出したことにより､

　　令和７年中から初めて課税事業者へなった方で､棚卸資産がある場合は､　

　　インボイスの登録を受けた日の前日の棚卸金額を申告時にお伝え下さい。

・全額控除が適用できない場合は、原則として一括比例配分方式を選択させていただきます｡

・還付申告になる場合は､別途『消費税の還付申告に関する明細書』を

　ご記入いただきます｡様式や記載事項は国税庁HPをご覧いただくか､

　事前に当会へお問い合わせください｡

・集計表への記入や会計ソフトへの記帳に不備がある場合や､必要書類等をお持ち

　いただけない場合は､最悪の場合､消費税の確定申告自体が出来ないことがございます。

・旧税率の適用対象取引がある場合は､必ずその旨及び金額をご相談時に当会職員等へ

　お伝えください。

令和７年を課税期間とする『簡易課税制度選択届出書』を提出している



経
　

給
外

料
注

税
造

水 道 光 熱 費
旅 費 交 通 費

通
広 告 宣 伝 費

信

接 待 交 際 費
損 害 保 険 料

修 繕
消 耗
減 価 償 却 費
福 利 厚 生 費

科目

（令和　年分）

科目

売上（収入）金額

（雑収入を含む）
①

決算額

A

決算額

A

課税取引金額
（A-B）

C

課税取引金額計算表

課税取引金額
（A-B）
C D

円

D

E

計
差 引 金 額

③＋
※１　B欄には、非課税取引、輸出取引等、不課税取引を記入します。
　 また、売上原価・経費に特定課税仕入れに係る支払対価の額が含まれている場合には、その金額もB欄に記入します。
※２　斜線がある欄は、一般的な取引において該当しない項目です。

F

表イ－１

（事業所得用）

G

太
枠
の
箇
所
は
課
税
売
上
高
計
算
表
及
び
課
税
仕
入
高
計
算
表
へ
転
記
し
ま
す

。

円

費

円 円

うち軽減税率6.24%
適用分

円

うち軽減税率6.24%適用分

課税仕入高

円

うち標準税率
7.8%適用分

F
円

うち標準税率7.8%適用分

課税仕入高

Aのうち課税取引に
ならないもの（※１）

B

雑

売

上

原

価

仕 入 金

差 引 原
差 引 金

租
荷

公
運

賃
工

地
貸

代 家
倒

費

Aのうち課税取引に
ならないもの
（※１）

B

経過措置（８割控除）の
適用を受ける課税仕入高

E

経過措置（８割控除）の
適用を受ける課税仕入高

G
期首商品棚卸高

額
小 計

期末商品棚卸高

価
額
課
賃

費

費
費品

金
賃

利 子 割 引 料
金
賃

32

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



（令和　年分）

科目

収 賃 貸 ①

礼 金 ・ 権 利 金
更 新 ②

金

計額

決算額

A

課税取引金額計算表

課税取引金額

（A-B）
C D

円
E

Aのうち課税取引
にならないもの

課税取引金額 うち軽減税率6.24%適用分
決算額 

科目 課税仕入高

D（※１） 
（A-B）

CA B E
租 税 公

修 繕

　　
　
　
費

借 入 金 利 子

計

差 引 金

※１　B欄には、非課税取引、輸出取引等、不課税取引を記入します。
　 また、経費に特定課税仕入れに係る支払対価の額が含まれている場合には、その金額もB欄に記入します。
※２　斜線がある欄は、一般的な取引において該当しない項目です。

F

表イ－３

（不動産所得用）

G
円

太
枠
の
箇
所
は
課
税
売
上
高
計
算
表
及
び
課
税
仕
入
高
計
算
表
へ
転
記
し
ま
す

。

円 円

うち軽減税率6.24%
適用分

円 円

うち標準税率
7.8%適用分

F
円

うち標準税率7.8%適用分

課税仕入高経過措置（８割控除）の
適用を受ける課税仕入高

経過措置（８割控除）の
適用を受ける課税仕入高

G

Aのうち課税取引
に ならないもの
（※１）

B

入
料

③

④

料

課 ⑤

費 ⑦

損 害 保 険 料 ⑥

減 価 償 却 費 ⑧

⑨

地 代 家 賃 ⑩

給 料 賃 金 ⑪

その他の経費 ⑬

⑫

⑭

⑮額



D.


	同封書類一式R7　前半
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